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(57)【要約】
【課題】色調変化シートを利用する表示装置において、
構造色の制御が良好に行われる構成を提供すること。
【解決手段】可逆的に変形可能な材料からなるシート状
の基材中に粒子が規則的に配列されてなり、その厚さ方
向の変形量に応じて色調を変化させるシート状の色調変
化シートと、前記色調変化シートに対向して配置され、
表示対象を表す凹凸形状を有する押圧面を該色調変化シ
ートへ押圧する押圧部材と、を備え、前記色調変化シー
トは透明基板に貼着されるとともに、少なくとも前記押
圧面が押圧される部分に肉逃し溝が均等に分配して形成
される、ことを特徴とする表示装置。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可逆的に変形可能な材料からなるシート状の基材中に粒子が規則的に配列されてなり、
その厚さ方向の変形量に応じて色調を変化させるシート状の色調変化シートと、
　前記色調変化シートに対向して配置され、表示対象を表す凹凸形状を有する押圧面を該
色調変化シートへ押圧する押圧部材と、
　を備え、
　前記色調変化シートは透明基板に貼着されるとともに、少なくとも前記押圧面が押圧さ
れる部分に肉逃し溝が均等に分配して形成される、ことを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　前記基板に対して前記押圧部材の押圧面を常に平行に維持するガイドがさらに備えられ
る、ことを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は表示装置に関する。更に詳しくは構造色による発色機構を使用した表示装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　構造色は、特定の周期構造を有する材料において、ブラッグの法則に基づき特定の波長
の光を干渉反射することにより得られるものである。このような構造色を呈する特定の周
期構造としては、例えば、単分散微粒子によるコロイド結晶、ブロック共重合体のミクロ
ドメイン構造、界面活性剤のラメラ構造などがあげられる。特許文献１には、単分散微粒
子としてポリスチレン粒子によるコロイド結晶と当該粒子間に位置する弾性体とからなる
弾性材料が開示されている。特許文献１の弾性材料は当該弾性材料を弾性変形することで
コロイド結晶が変形して特定の構造色を呈する。特許文献２には、周期構造体としてコロ
イド結晶構造体を有する材料を利用した表示装置が開示されている。この表示装置では、
コロイド結晶構造体を内包する高分子ゲルをアレイ状に配列して表示部を形成している。
【特許文献１】特開２００６－２８２０２号公報
【特許文献２】特開２００７－１１１１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　このような表示装置において、様々な形状の表示対象を表示するために、ピクセル毎に
コロイド結晶などの周期構造体を有する色調変化シートと当該構造体を変形する制御装置
を準備し、ピクセル単位で色調変化シートの構造色を制御する方法が考えられる。しかし
、このような構成では、装置が複雑化するため好ましくない。また製造コストも上昇する
。比較的大きな面積の色調変化シートを使用する場合には、装置の複雑化や製造コストの
上昇がより顕著となる。
　この問題に対して、本発明者らは比較的大きな面積の色調変化シートと表示対象を表す
凹凸形状の押圧面を有する押圧部材を準備し、押圧部材の押圧面を色調変化シートへ押圧
することで当該周期構造体の構造を変形して構造色を制御することを考えた。しかし、こ
のような方法では、構造色の制御を良好に行うことができなかった。これは、所定形状の
押圧面に対向する色調変化シートの一部の周期構造体に十分な変形を与えられなかったた
めと考えられる。換言すれば、比較的大きな面積の色調変化シートを面方向から圧縮して
、所定の表示領域を均等に変形させるには大きな圧力が必要となり、無駄なエネルギーが
必要となるばかりか、装置にも高い機械的剛性が要求されて、製造コストを引き上げかね
ない。
　そこで、本発明は色調変化シートを利用する表示装置において、構造色の制御が良好に
行われる構成を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明者らは上記課題を解決するために鋭意検討を重ねた結果、下記の本発明に想到し
た。即ち、
　可逆的に変形可能な材料からなるシート状の基材中に粒子が規則的に配列されてなり、
その厚さ方向の変形量に応じて色調を変化させるシート状の色調変化シートと、
　前記色調変化シートに対向して配置され、表示対象を表す凹凸形状を有する押圧面を該
色調変化シートへ押圧する押圧部材と、
　を備え、
　前記色調変化シートは透明基板に貼着されるとともに、少なくとも前記押圧面が押圧さ
れる部分に肉逃し溝が均等に分配して形成される、ことを特徴とする表示装置である。
【発明の効果】
【０００５】
　本発明の表示装置では、押圧部材を色調変化シートに押圧して、色調変化シートの基材
中に配列している粒子の配列構造を変形して構造色を制御する。ここで、色調変化シート
の内、押圧部材の押圧面が押圧される部分に肉逃し溝が形成されているため、押圧部材が
色調変化シートに押圧されると、色調変化シートの一部が肉逃し溝に移動して、色調変化
シートの基材中に配列している粒子の配列構造が当該押圧面の凹凸形状に沿って変形する
。これにより、色調変化シートの構造色が変化し、表示対象が透明基板を介して発色表示
される。さらに、肉逃し溝が均等に分配して形成されるため、押圧時の色調変化シートの
移動量に偏りが生じず、押圧面の凹凸形状を沿って色調変化シートの基材中に配列してい
る粒子の配列構造が十分に変形して、表示対象が良好に発色表示される。また、押圧時に
肉逃がし溝に色調変化シートの一部が逃げることにより、比較的小さな力で色調変化シー
トの表示対象領域が変形することとなる。これにより、押圧時に無駄なエネルギーを消費
する必要がなく、装置に高い機械的剛性が要求されないため、製造コストが低減する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　本発明の表示装置は、可逆的に変形可能な材料からなるシート状の基材中に粒子が規則
的に配列されてなり、その厚さ方向の変形量に応じて色調を変化させるシート状の色調変
化シートを備える。
　ここで使用する可逆的に変形可能な材料としては、スチレン系軟質樹脂、軟質ポリ塩化
ビニル、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）、ハイドロエチルメタクリレート（ＨＥ
ＭＡ）、アクリル系エラストマー等の有機系高分子材料をあげることができる。色調変化
シートはこのような可逆的に変形可能な材料を基材とすることにより、後述の押圧部材の
押圧によって変形しても、当該押圧が解除されれば、押圧前の状態に戻ることができる。
さらに、押圧と解除を繰り返し行っても色調変化シートの変形における可逆性が低下しに
くい。
　色調変化シートの基材の中に粒子が規則的に配列される。規則的な配列としては、フォ
トニック結晶構造であることが好ましい。フォトニック結晶は、通常、可視域周辺の光の
波長と同程度の周期で粒子が分布した構造を指す。このような構造を有するフォトニック
結晶は、その周期と同程度の波長の光をブラッグ反射し、それに起因して特定の波長の光
が増幅されて、いわゆる構造色を発する。このようなブラッグ反射による構造色の色調は
、フォトニック結晶構造を形成する粒子配列の周期に依存する。これにより、粒子配列の
周期を適宜設定することで所望の色調の構造色が得られる。さらに、粒子配列の周期を変
化させることで構造色の色調を変化させることができる。本発明の表示装置はこの特性を
利用して、所定の色で表示対象を表示するものである。即ち、後述の押圧部材を色調変化
シートに押圧して色調変化シートを変形し、これに伴って色調変化シート内のフォトニッ
ク結晶構造を形成する粒子配列の周期を変化させて構造色の色調を変化させ、所定の色で
表示対象を表示する。構造色は外光（自然光）を利用して発色することができるため、自
然光を利用することとすれば、別途発光表示用の光源やバックライト装置を使用する場合
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に比べて、電力の消費を低減することができる。また、装置の簡略化が図れる。さらに、
自然光を利用（反射）するため、屋外でも明るく発色して視認性が高い。なお、夜間や暗
所で使用するために、別途発光表示用の光源やバックライト装置を使用してこれらの光を
利用してもよい。
【０００７】
　フォトニック結晶構造の例として、コロイド結晶構造、ミクロドメイン構造などの構造
体の他、薄膜を積層した構造（薄膜積層構造）をあげることができる。コロイド結晶構造
は、コロイド粒子が所定間隔で周期的に配列した構造である。コロイド粒子は、粒径が約
１ｎｍ～約１０００ｎｍ（１０－６～１０－９ｍ）の粒子であり、可視光が透過でき、ほ
ぼ球形となるとなる材質であれば特に限定されず、例えば、二酸化ケイ素（ＳｉＯ２）、
ホウ珪酸ガラス、アルミン酸カルシウム、ニオブ酸リチウム、カルサイト、酸化チタン（
ＴｉＯ２）、チタン酸ストロンチウム、酸化アルミニウム、フッ化リチウム、フッ化マグ
ネシウム、酸化イットリウム、フッ化カルシウム、フッ化バリウム、セレン化亜鉛、臭ヨ
ウ化タリウム、ダイアモンドなどが使用できる。また、チタン酸ジルコン酸鉛（ＰＺＴ）
、チタン酸ジルコン酸ランタン鉛（ＰＬＺＴ）などの強誘電体、ポリエチレン、ポリエチ
レンテレフタル酸、塩化ビニル、アクリル、酸化ビニル、ポリスチレン、ポリプロピレン
、ポリメタクリル酸メチルなど、ケイ素、ゲルマニウムを使用できる。また、ポリスチレ
ン、ポリメタクリル酸メチル、ＳｉＯ２、ＴｉＯ２の内のいずれか２種以上の混合体や、
これらの内の１種をコアとして他の１種以上によりコアを被覆したコアシェル構造なども
用いることができる。また、コロイド粒子の配列における規則性は、特に限定されないが
、例えば、面心立方構造、体心立方構造、単純立方構造等を例示することができ、特に面
心立方構造すなわち六方最密充填構造をとることができる。コロイド粒子を作成する方法
は、ＵＶ（紫外線）重合、乳化重合、懸濁重合、二段階鋳型重合、化学気相反応法、電気
炉加熱法、熱プラズマ法、レーザ加熱法、ガス中蒸発法、共沈法、均一沈殿法、化合物沈
殿法、金属アルコキシド法、水熱合成法、ゾルゲル法、噴霧法、凍結法、硝酸塩分解法な
どを例示できる。これらのような方法で作成されるコロイド粒子を上記基材に懸濁された
状態とする。そして重力沈降法、毛管法、電気泳動法、基板引き上げ法などにより、基材
中にコロイド結晶構造を形成することができる。例えば、コロイド粒子が懸濁した基材溶
液を後述の透明基板上に塗布して乾燥させることにより、色調変化シートを作成すること
ができる。この方法によれば、基材中にコロイド粒子が自己組織的にコロイド結晶構造を
形成するため、色調変化シートの作成が容易である。
【０００８】
　ミクロドメイン構造は、異種の高分子が化学結合してブロック共重合体を形成する構造
である。ブロック共重合体としては、ポリ（スチレン－ｃｏ－イソプレン）ブロック共重
合体、ポリ（スチレン－ｃｏ－ブタジエン）ブロック共重合体、ポリ（スチレン－ｃｏ－
ビニルピリジン）ブロック共重合体、ポリ（スチレン－ｃｏ－エチレンプロピレン）ブロ
ック共重合体などを例示できる。これらのブロック共重合体は、複数の繰り返し単位を有
していてもよい。
【０００９】
　薄膜積層構造は、例えば、厚さ約５ｎｍ～約２０ｎｍの薄膜を、約１００ｎｍ～約１０
００ｎｍの間隔で積層した構造とすることができる。積層する薄膜の間には透明性を有す
る有機あるいは無機高分子材料からなる中間体を介在させることにより、積層する薄膜を
所定の間隔に維持することができる。積層する薄膜として、金、銀、銅、アルミなどの金
属や各種合金による金属薄膜や、酸化チタン、シリカなどの薄膜からなる誘電体薄膜を例
示することができる。
【００１０】
　色調変化シートは、後述の押圧部材の押圧による厚さ方向への変形量が十分確保される
ように、十分な厚さを有することが好ましい。例えば、色調変化シートの厚さは０．００
１ｍｍ～１０ｍｍ、好ましくは０．０１ｍｍ～１ｍｍとする。このような厚さを備えるこ
とにより、押圧部材の押圧によって色調変化シートが十分変形して、規則的に配列した粒
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子の配列に変化が生じ、外部から視認した際の色調が変化することとなる。例えば、色調
変化シートの基材内にコロイド粒子によるコロイド結晶構造を形成した場合には、当該色
調変化シートが変形すると、その変形量に応じて当該コロイド結晶構造が変化し、構造色
が変化して、外部から視認した際の色調が変化する。
【００１１】
　色調変化シートは、透明基板に貼着されるとともに、少なくとも後述の押圧部材の押圧
面が押圧される部分に肉逃し溝が均等に分配して形成される。透明基板の材質は特に限定
されず、公知の材料を使用することができる。透明基板の色調変化シートが貼着される面
（色調変化シート貼着面）と反対側の面が表示装置の表示面となる。
　肉逃し溝は均等に分配して形成されていれば、その形状は特に限定されないが、例えば
、等間隔の格子状、所定の曲線を等間隔に設けた曲線状、等間隔のドット状とすることが
できる。また、色調変化シート貼着面の内、肉逃し溝以外の部分が等間隔のドット状とな
るように、肉逃し溝を形成してもよい。肉逃がし溝の大きさは、色調変化シートの厚さや
大きさを考慮して適宜決定することができる。例えば、肉逃がし溝を格子状に設ける場合
、色調変化シートの厚さが約０．５ｍｍのとき、肉逃し溝の幅を約０．２ｍｍとすること
ができる。また、肉逃し溝を格子状に設ける場合、肉逃し溝によって区画されるそれぞれ
の領域が、表示対象となる画像の画素（ピクセル）にそれぞれ対応するように形成しても
よい。このようにすれば、表示対象をより緻密に表示することができる。これは比較的大
きな面積の色調変化シートを使用する場合に特に有効である。
【００１２】
　色調変化シートは次のように形成することができる。まず、肉逃がし溝の形状に対応す
る所定の等間隔の枠状部を有する鋳型（コーム）を、所定の透明シートの上面に載置する
。この状態で当該透明シート上面にコロイド粒子を含有させた基材溶液を塗布してＵＶ照
射する。その後、コームを取り除くことにより、肉逃がし溝を備える色調変化シートを形
成することができる。なお、所定の透明シートの上面にコロイド粒子を含有させた基材溶
液を塗布してＵＶ照射した後、スクレイバーなどで色調変化シートを所定幅で等間隔に掻
き取って、肉逃がし溝を形成することもできる。また、エッチングやフォトリソグラフィ
により、所定の形状の肉逃がし溝を形成することもできる。色調変化シートは透明の両面
テープや、透明の接着剤などを介して透明基板へ接合することができる。
【００１３】
　色調変化シートの基材中に、上記規則的に配列される粒子の他に、染料や顔料、光散乱
材を含んでいても良い。また、色調変化シートと透明基板との間に色変換層を設けても良
い。
【００１４】
　本発明の表示装置は、色調変化シートに対向して配置され、表示対象を表す凹凸形状を
有する押圧面を色調変化シートへ押圧する押圧部材を備える。押圧部材と材質は特に限定
されないが、例えば、ＡＢＳ（アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合合成樹脂
）、ＰＰ（ポリプロピレン合成樹脂）等の成形性の良い材質が好ましい。押圧部材を色調
変化ートに押圧する手段は特限定されず、バネ、モーター、エアープレッシャーなどの機
械的手段を採用することができる。透明基板に対して押圧部材の押圧面を常に平行に維持
するガイドを設けることが好ましい。このようなガイドによって、透明基板に対して押圧
部材の押圧面を常に平行に維持することにより、押圧面の凹凸形状により表される表示対
象がより忠実に表示されるからである。
　以下、図面を参照しながら本発明をより詳細に説明する。
【実施例】
【００１５】
　本発明の実施例である表示装置１の斜視図を図１に示し、図１のＡ－Ａ線断面図を図２
Ａ，Ｂに示す。図１に示すように、表示装置１は収納ケース２、フレーム３、ワイヤ４、
透明基板５を備える。収納ケース２の正面側は開口しており、フレーム３が取り付けられ
ている。フレーム３は枠状であって、透明基板５を保持している。透明基板５は上面が露
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出して表示部を構成している。
【００１６】
　図２Ａに示すように、収納ケース２の内部には、色調変化シート６、押圧部材７、加圧
部材８が収納されている。色調変化シート６は透明両面テープ（図示せず）を介して透明
基板５の内側面に貼着されている。色調変化シート６は、新中村化学工業株式会社製のＮ
ＫエステルＡＭ－９０Ｇ（メトキシポリエチレングリコール＃４００アクリレート）を９
７ｗｔ％、新中村化学工業株式会社製のＮＫエステルＡＭ－６００（ポリエチレングリコ
ール＃６００ジアクリレート）を３ｗｔ％の割合で混合した混合溶液からポリマー化させ
た基材中にＳｉＯ２がコロイド結晶を形成してなるコロイド結晶シートである。色調変化
シート６を抜き出して透明基板５と反対側から観察した斜視図を図３に示す。色調変化シ
ート６は縦約１００ｍｍ、横約２００ｍｍ、厚さ約０．５ｍｍ、の長方形のシートであっ
て、図１及び３に示すように、幅約０．２ｍｍの格子状の肉逃がし溝６１が約０．５ｍｍ
間隔で形成されている。押圧部材７は色調変化シート６の透明基板５と反対側に、色調変
化シート６と対向するように設けられる。押圧部材７は金属製の平板であって、その色調
変化シート６に対向する面（押圧面７１）には表示対象を表す凹凸が形成されている。押
圧部材７の押圧面７１と反対側（裏面側）には加圧部材８が２個、設けられている。加圧
部８は昇降部８１を備え、ワイヤ４を介して外部の制御部４１（図示せず）に接続されて
いる。制御部にはスイッチ４２が設けられており、加圧部８の動作を制御する。昇降部８
１の上端は押圧部材７の裏面に当接しており、制御部４１からの信号に応じて上昇して、
押圧部材７を色調変化シート６側に押し付ける。
【００１７】
　押圧部材７を抜き出して押圧面７１側から見た斜視図を図４に示す。図４に示すように
、押圧面７１の一部が隆起して、アルファベットで「ＥＣＯ」の形状を有する文字部７２
と、これを取り囲む木の葉の形状を有する枠線部７３とが形成されている。文字部７２の
高さは約３．０ｍｍであって、枠線部７３の高さは約１．５ｍｍである。押圧部材７の両
側部にはガイド部７４がそれぞれ設けられる。ガイド部７４は押圧部材の厚さ方向に平行
な円筒形状であって、その中心に中空部７５を有する。押圧部材７が収納ケース２に収納
された状態における、ガイド部７４近傍の側面透過図を図５に示す。図５に示すように、
ケース２の底面に直立するように設けられた円柱状のガイド棒７６が、ガイド部７４の中
空部７５に枢設された状態で、押圧部材７が収納ケース２内に収納される。ガイド棒７６
の長さは中空部７５の長さよりも長く、これにより、加圧部８が押圧部材７を色調変化シ
ート６側に付勢すると、点線で表した符号７ａで示すように押圧部材７はガイド棒７６に
沿って透明基板５に平行に色調変化シート６側に移動することとなる。
【００１８】
　次に表示装置１の表示態様を説明する。スイッチ４２をオンすると、ワイヤ４を介して
制御部４１から加圧部８へ信号が送られて昇降部８１が上昇する。図２Ｂに示すように、
昇降部８１が上昇すると押圧部材７が色調変化シート６側に付勢されて押圧面７１が色調
変化シート６に押圧される。押圧面７１には図３に示すように、凸部である文字部７２と
枠部７３が形成されており、色調変化シート６は文字部７２と枠部７３で積極的に押圧さ
れる。ここで、図２Ｂに示すように、文字部７２と枠部７３で押圧された色調変化シート
６は、その一部が肉逃がし溝６１へ移動する（符号６ｂ及び符号６ｂを参照）。これによ
り、色調変化シート６の基材中に配列するコロイド結晶の構造が変化し、構造色が変化す
る。これにより、図２Ｂに示すように、外光ａ～ｃはそれぞれ透明基板５を介して、色調
変化シート６で反射されるが、外光ｂ、ｃは上記コロイド結晶構造の変化により、外光ａ
と異なる色の光として観察される。その結果、色調変化シート６の内、文字部７２と枠部
７３で押圧された領域のみが発色して観察されることにより、図６に示すように、透明基
板５を介して表示形状が発色表示される。スイッチ４２をオフにすると、加圧器８の昇降
部８１が下降して、図２Ａに示すように、押圧部７の押圧面７１が色調変化シート６から
離間して色調変化シート６の押圧が解除される。これにより、色調変化シート６の構造色
が元に戻って、表示がされなくなる。
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　なお、色調変化シート６への押圧を解除した際の文字部７２、枠部７３と色調変化シー
ト６との離反性を確保するため、文字部７２及び枠部７３の表面をナイロンやテフロン（
登録商標）等でコーティングすることが好ましい。
【００１９】
　本発明の表示装置１によれば、色調変化シート６に肉逃し溝が均等に分配して形成され
るため、押圧時の色調変化シート６の移動量に偏りが生じず、押圧面７１の凹凸で形成さ
れた文字部７２及び枠部７３を沿って色調変化シートの基材中に配列している粒子の配列
構造が十分に変形して、表示対象が良好に発色表示される。また、押圧時に肉逃がし溝６
１に色調変化シート６の一部が逃げることにより、比較的小さな力で色調変化シート６の
表示対象領域（文字部７２及び枠部７３に対応する領域）が変形することとなる。これに
より、押圧時に無駄なエネルギーを消費する必要がなく、装置に高い機械的剛性が要求さ
れないため、製造コストが低減する。
　また、押圧部材７はガイド部７４とガイド棒７６によって、透明基板５に対して押圧面
７１が常に平行に維持された状態でケース２内に収納されている。これにより、透明基板
５に対して押圧面７１が常に平行に維持され、押圧面７１の文字部７２、枠部７３により
表される表示対象がより忠実に表示されることとなる。さらに色調変化シート６は比較的
大きな面積を有するが、このような色調変化シート６に設けた肉逃がし溝６１により、比
較的小さな力で良好に構造色を変化させることができる。
　文字部７２と枠部７３はその高さが異なるため、図２に示すように、色調変化シート６
の変形量（肉逃がし溝６１への移動量）が異なる。そのため、コロイド結晶構造の変化度
合いが異なるため、その構造色も異なることとなる。これにより、図６に表示される文字
部５１と枠部５２も異なった色で表示される。このように、表示装置１は、押圧面７１の
表示形状の高さを変更するだけで異なる発色が可能なため、構成を簡素化することができ
る。
【産業上の利用可能性】
【００２０】
本発明の表示装置は、クレジットカード等の各種番号表示、名札、名前表示板、交通標識
、自転車用ブレーキ、車両の燃料表示、ガス残量表示などの用途での表示装置として使用
することができる。
【００２１】
この発明は、上記発明の実施の形態及び実施例の説明に何ら限定されるものではない。特
許請求の範囲の記載を逸脱せず、当業者が容易に想到できる範囲で種々の変形態様もこの
発明に含まれる。　本明細書の中で明示した論文、公開特許公報、及び特許公報などの内
容は、その全ての内容を援用によって引用することとする。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施例である表示装置１の斜視図である。
【図２】図１のＡ－Ａ線断面図である。
【図３】透明基板５と反対側から観察した色調変化シート６の斜視図である。
【図４】押圧部材７を抜き出して押圧面７１側から見た斜視図である。
【図５】収納ケース２に収納された状態における、押圧部材７のガイド部７４近傍の側面
透過図である。
【図６】表示装置１の表示状態を示す図である。
【符号の説明】
【００２３】
１　表示装置
２　収納ケース２
３　フレーム
４　ワイヤ
５　透明基板



(8) JP 2010-79090 A 2010.4.8

６、６ａ、６ｂ、６ｃ　色調変化シート
６１　肉逃がし溝
７　押圧部材
７１　押圧面
７４　ガイド部
７５　中空部
８　加圧部材
８１　昇降部

【図１】 【図２】
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